
樹木の点検・診断マニュアル 

 

■都市公園の樹木の点検・診断に関する指針(案) 

(平成 29年 9 月、国土交通省) 

 

 http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/ko_shisaku/kobetsu/tenken.html 

※都市公園の樹木の点検・診断に関する指針（案）については上記 URL を参照 

 

■国営昭和記念公園樹木点検・診断マニュアル(案) 

(平成 29年 2 月、国営昭和記念公園事務所) 
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園内交通施設基本ルート図 
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 別添５８

自主事業における飲食・物販施設の新規設置可能範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：供用区域 

：不可範囲 

※）不可範囲を除く供用区域内にお

いて自主事業における飲食・物

販施設の設置管理運営が実施可

能 
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 別添５８

 

●「指定する既存施設」及び「優良な投資」について 

実施要項 1.2.5（２）で記載する「優良な投資を伴う提案により、本業務の実施期間を超えて 10 年間

を限度として、指定する既存施設を改修し、管理運営する」について、下表の収益施設すべてを自主事

業として管理運営する必要がある。なお、「優良な投資」により実施するリニューアルや機能向上等に

ついては、下表の備考に記した施設を必須とする。それ以外の施設については、優良な投資は任意とす

る。 

公園施設の名称 備考 

１ 駐車場 
① 立川口駐車場 優良な投資必須 
② 西立川口駐車場 優良な投資必須 
③ 砂川口駐車場 優良な投資必須 

２ レンタサイクル施設 
① 立川口サイクリングセンター 優良な投資必須 
② 西立川口サイクリングセンター 優良な投資必須 
③ 砂川口サイクリングセンター 優良な投資必須 

３ 飲食施設 
① ふれあい広場レストラン 左記のうち最低１カ

所に対して、優良な
投資必須 

② レイクサイドレストラン 
③ 渓流広場レストラン 

４ 物販施設 

① みんなの原っぱ中央売店 

左記のうち、最低３
カ所に対して、優良
な投資必須 

② みんなの原っぱ南売店 
③ 花木園売店 
④ 立川口売店 
⑤ 立川口軽飲食店売店 
⑥ 西立川口売店 
⑦ こどもの森売店 
⑧ 砂川口売店 

５ 船遊施設 ① 船遊施設  

６ 園内交通施設 
① 停留所 10 ヶ所  
② 運転手詰所  

７ 歓楓亭 ① 歓楓亭（呈茶）  

８ バーベキューガーデン ① 
バーベキューガーデン（うんどう
広場用具貸出含む） 

 

９ 総合案内所カフェ ① 総合案内所カフェ  
10 花みどり文化センターカフェ ① 花みどり文化センターカフェ  
11 その他  自動販売機、コインロッカー、

有料シャワー 
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令和○年○月○日

（単位：千円）

金　額 備　考

売上高（Ａ） 0

売上原価（Ｂ） 0

使用料 0

仕入れ代 0

人件費 0

通信運搬費 0

水道光熱費 0

備品費 0

消耗品費 0

委託費 0

その他 0

売上総利益（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 0

販売費及び一般管理費（Ｄ） 0

営業利益（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） 0

（注）

科　目

国営○○公園　○○施設　○年度収支状況

１．本様式は当該収益施設における収支状況を把握することを目的としている。
２．費用の仕分けについては、受託者の会計処理の方法に基づくものとする。

収益施設収支報告

別添５９
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官民連携関連資料 

R8-12 国営昭和記念公園運営維持管理業務と新たな官民連携事業との関連について 

 

１．はじめに 

 国営昭和記念公園においては、「官民連携による国営昭和記念公園昭島口周辺エリア再整備方針」

（令和６年６月、国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所）を策定し、老朽化が進行して

いるプール、同施設や昭島口に隣接する立川基地跡地昭島地区のまちづくりの進展など喫緊の課題

を有する昭島口周辺エリアを対象に、効果的・効率的な整備・管理運営による本公園の魅力向上を目

的とし、新たに官民連携による再整備事業（以下、「官民連携再整備事業」という。）を行うこととし

ております。 

 

 官民連携再整備事業を想定している範囲は、R8-12 国営昭和記念公園運営維持管理業務（以下、「本

業務」という。）の業務範囲の一部が含まれているため、本業務の業務期間内に官民連携再整備事業

が実施される場合には、官民連携再整備事業の内容に応じて本業務の契約変更を行う予定です。また、

官民連携再整備事業の事業者の公募及び選定の時期については現時点では未定となっております。

なお、官民連携再整備事業の事業者の選定後も、官民連携再整備事業の事業内容等が確定し、契約が

変更されるまでは当初の契約に基づき業務を行って頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 官民連携再整備事業の対象範囲（左側：全体図） 
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２．想定される契約変更の内容 

 現時点では、本業務の契約変更の内容等を具体的にお示しできませんが、運営維持管理業務の業

務範囲や管理数量、各仕様書等の変更及びそれに伴う委託契約額の変更、収益施設等設置管理運

営業務の対象施設や使用料の変更等が想定されます。再整備の内容が決定した段階で速やかに

事業者へ報告し、契約変更について調整することとします。 

 

想定される契約等の変更例） 

①官民連携再整備事業者が本業務で植物管理を行っている場所において、新たに施設を再整備

し、事業を実施することとなった場合、それに伴う当該面積分の植物管理数量及び委託費の

減額変更 

②官民連携再整備事業者が、現在バーベキューガーデンとして収益施設等設置管理運営業務を

行っている場所において、新たに施設を再整備し、事業を実施することとなった場合、バー

ベキューガーデンに係る規定書の記載の削除及び当該施設使用料の納付を不要とする変更 

等 

３．契約変更等の時期の目安 

 現時点では事業者の公募及び選定の時期は未定ですが、官民連携再整備事業の内容が決定次第

契約変更の内容及び時期をお知らせするとともに、国、本業務の受託者、官民連携再整備事業の

事業者との間で協議の場を設けるものとします。 

 

４．その他留意事項等 

 官民連携再整備事業の開始前に、本業務と官民連携再整備事業のそれぞれの管理範囲やごみ収

集等の責任の所在について、国、本業務の受託者、官民連携再整備事業の事業者との間で協定を

締結して頂くことを予定しています。なお、協定事項については三者の協議により定めることと

します。 

 本業務の受託者が、官民連携再整備事業の事業者が管理を行うエリアにおいて、官民連携再整備

事業の開始後も引き続きイベント等を行う場合は、官民連携再整備事業の事業者との調整が必

要となります。 

 本業務と官民連携再整備事業の円滑な実施のため、本業務の受託者には、官民連携再整備事業の

事業内容等の調整の際、必要に応じてご相談させて頂く場合がございますので、その際はご協力

下さい。 

以上 
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【機密性２】 

平成２２年３月１日 
統括情報セキュリティ責任者策定 
平成２４年５月１５日一部改正 

平成２７年４月１日一部改正 
平成２９年３月２２日一部改正 

（平成２９年４月１日施行） 
令和４年３月３１日一部改正 
（令和４年４月１日施行） 

令和５年１２月１１日一部改正 
令和７年３月２７日一部改正 
（令和７年４月１日施行） 

 

ドメイン名の使用に関する規程 

 

目次 

1 本規程の目的 

2 本規程の対象者 

3 用語の定義 

4 ドメイン名の使用についての対策 

4.1 ドメイン名の取得時の対策 

4.2 ドメイン名の廃止時の対策 

4.3 情報発信時の対策 

 

1 本規程の目的 

国土交通省は、ウェブサーバ、電子メール等を利用して行政情報の提供、行政手続、意見募集等の

行政サービスを提供している。行政サービスの利用者にとって、これらのサービスが真正なものであ

ることが確認できるよう、国土交通省として一貫したドメイン名を使用する必要がある。 

本規程は、以上を踏まえ、国土交通省情報セキュリティポリシー（以下「ポリシー」という。）を

補完して、ドメイン名の使用についての対策を定めることを目的とする。 

 

2 本規程の対象者 

本規程は、全ての職員等を対象とする。この場合、ウェブサーバ等の管理又は運営を委託する場合

や、間接補助金の交付事務を行う補助事業者が管理又は運営する場合を含む。 

 

3 用語の定義 

本規程における用語の定義は次のとおりである。 

 「ドメイン名」とは、国、組織、サービス等の単位で割り当てられたネットワーク上の名前であ

別添61 
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り、英数字及び一部の記号を用いて表したものをいう。例えば、www.mlit.go.jp というウェブサ

イトの場合は、mlit.go.jp の部分がこれに該当する。 

 「政府ドメイン名」とは、.go.jp で終わるドメイン名をいう。 

 「サブドメイン名」とは、ドメイン名の前に、文字列を追加することで機能するドメイン名をい

う。例えば、example.mlit.go.jp、sample.example.mlit.go.jp がこれに該当する。 

 「システム管理者」とは、ポリシーⅢ.2.1.1(4)(c)(ウ)に基づいて情報システムごとに定められた

情報セキュリティ対策に関する事務の責任者をいう。 

 「職員等」とは、国土交通省において行政事務に従事している国家公務員その他の国土交通省の

指揮命令に服している者であって、国土交通省の管理対象である情報及び情報システムを取り扱

う者をいう。個々の勤務条件にもよるが、例えば、派遣労働者、一時的に受け入れる研修生等も

含まれるものとする。 

 

4 ドメイン名の使用についての対策 

4.1 ドメイン名の取得時の対策 

(1) システム管理者は、国土交通省外の者に対してアクセスさせることを目的として情報を保存する

ためにサーバを構築する場合には、政府ドメイン名を使用すること。 

(2) システム管理者は、職員等が国土交通省外の者に対して電子メールを送信するためのシステムを

構築する場合には、政府ドメイン名を使用すること。 

(3) 職員等は、ドメイン名（国土交通省内のみで利用されるものを除く。）の取得を含む業務委託を

する場合には、政府ドメイン名を使用するよう調達仕様に含めること。 

(4) システム管理者又は職員等は、(1)から(3)までに規定するサーバ若しくはシステムの構築又は業務

委託をしようとするときは、あらかじめ、情報セキュリティ責任者の決裁を経た上で、別紙１に

より統括情報セキュリティ責任者の承認を得ること。ただし、既に取得されている政府ドメイン

のサブドメイン名を取得する場合はこの限りでない。 

(5) 既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、サブドメイン名を設定するとき

は、以下の事項をドメイン台帳（様式）に記載すること。 

(a) ドメイン名及び当該ドメインのサブドメイン名 

(b) 担当者の所属、氏名 

(c) 利用目的 

(d) 利用期間 

(e) 外部公開の有無 

(f) 取り扱う情報の格付け 

(6) 既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、ドメイン台帳を保管し、統括情
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報セキュリティ責任者の求めに応じて報告すること。 

 

4.2 ドメイン名の廃止時の対策 

(1) システム管理者又は職員等は、ウェブサイトのドメイン名を廃止する場合には、以下の対策を講

じること。 

(a) 当該ウェブサイトの運用停止に先立ち、原則として3 月以上の十分な周知期間を設けて、

運用停止に関する案内を行うこと。 

(b) ウェブサイトの運用停止後も、1 年以上当該ドメイン名を保持し、その間、当該ドメイン

名を引用している他のウェブサイト、広報資料等に必要な修正を行うなど、当該ドメイン

名に係るウェブサイトが運用中であるとの誤解を生じさせないよう適切な措置を講ずる

こと。 

(2) システム管理者又は職員等は、メールサーバのドメイン名を廃止する場合には、メールサーバの

運用停止後も、1 年以上、当該ドメイン名を保持すること。 

(3) システム管理者又は職員等は、(1)及び(2)に規定する対策を講じようとするときは、あらかじめ、

その講じようとする対策の内容について、情報セキュリティ責任者の決裁を経た上で、別紙２に

より統括情報セキュリティ責任者の承認を得ること。 

(4）既に取得している政府ドメインのシステム管理者又は職員等は、サブドメイン名を廃止するとき

は、DNS レコード設定を解除すること。 

 

4.3 情報発信時の対策 

(1) 職員等は、国土交通省外の者に対してアクセスさせることを目的として情報を保存するためにサ

ーバを使用する場合には、政府ドメイン名のサーバのみを使用すること。ただし、ポリシー

Ⅲ.8.1.2 の遵守事項を遵守してソーシャルメディアによる情報発信を行う場合を除く。 

(2) 職員等は、国土交通省外の者に対して電子メールを送信する場合には、政府ドメイン名の電子メ

ールを使用すること。ただし、ポリシーⅢ.8.1.1.(5)(b)の場合（政府ドメインが使用できない場合

であって、職員等から送信された電子メールであることを受信者が認知できるとき）を除く。 

(3) 職員等は、国土交通省外の者に対してアクセスや送信をさせることを目的として政府ドメイン名

以外のドメイン名を国土交通省以外のものとして告知する場合には、以下の条件を全て満たすこ

と。 

(a) 告知するドメイン名を管理する組織名を明記すること。 

(b) 告知するドメイン名の有効性を確認した時期又は有効性を保証する期間を明記すること。 

(c) 電子メール送信の場合は、告知内容についての問合せ先として政府ドメイン名による電子

メールアドレスを明記するか、又は政府ドメイン名による電子署名をすること。 
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 - 1 - 

団体料金が適用される公共交通機関や旅行会社等が販売する商品 

 

 

Ⅰ．交通関係【入園券＋交通】 

公共交通機関の利用者に対し、入園券と交通機関をセットにするなど、以下のとおり一定

の条件を満たした場合に入園料を団体料金とする。 

 

 １．適用対象となる鉄道、路線バス等の公共交通機関（以下、公共交通事業者という） 

  １）法律に基づく事業許可を受けた交通事業者 

    ①バス事業者：一般乗合旅客自動車運送事業者(道路運送法第 9 条) 

    ②鉄道事業者：鉄道事業者(鉄道事業法第 7 条) 

    ③船舶事業者：一般旅客定期航路事業者（海上運送法第 3 条） 

 

 ２．導入条件 

１）公共交通事業者が、入園券と乗車券等とのセット商品を、覚書締結期間内において 20

人以上販売すること。 

（入園券を団体料金とする単独販売は行わないこと。） 

２）公共交通事業者も、料金割引や付加サービス等、利用者への一定の配慮を行うこと。 

３）公園事務所、運営維持管理事業者、公共交通事業者を含む３者以上で覚書をかわすこ

と。 

 

Ⅱ．旅行業者関係【入園券＋交通又は宿泊】 

旅行業者等の販売する旅行商品について、入園券と交通機関又は宿泊施設とセットにした

商品にするなど、以下のとおり一定の条件を満たした場合に入園料を団体料金とする。 

 

 １．適用対象となる旅行業者等（以下、旅行業者という） 

  １）旅行業法に基づく登録を受けた旅行業者、旅行業者代理業者 

     旅行業者(旅行業法第 6 条の 4)：旅行業(旅行業法第 3 条)の登録を受けた者 

     旅行業者代理業者(旅行業法第 6 条の 4)：旅行業(旅行業法第 3 条)の登録を受けた

者 

  ２）法律に基づく事業許可を受けた交通事業者 

     バス事業者：一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第 9 条) 

※一般貸切旅客自動車運送事業の許可(道路運送法第4条)を受けた者 

 

 ２．導入条件 

１）旅行業者が、入園券を含む旅行商品を、覚書締結期間内において 20 人以上販売するこ

と。（入園券を団体料金とする単独販売は行わないこと。） 

２）旅行業者も、料金割引や付加サービス等、利用者への一定の配慮を行うこと。 

３）公園事務所、運営維持管理事業者、旅行業者を含む３者以上で覚書をかわすこと。 
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Ⅲ．宿泊業者関係【入園券＋宿泊】 

宿泊施設利用者に宿泊券と入園券をセットにするなど、以下のとおり一定の条件を満たし

た場合に入園料を団体料金とする。 

 

 １．適用対象となる宿泊業者 

  １）旅館業法に基づく許可を受けて旅館業を営む者 

     営業者(旅館業法第 3 条の 2)：旅館業(旅館業法第 3 条)の許可を受けた者 

 

 ２．導入条件 

１）宿泊業者が、入園券を含む宿泊商品を、覚書締結期間内において 20 人以上販売するこ

と。 

（入園券を団体料金とする単独販売は行わないこと。） 

２）宿泊業者も、料金割引や付加サービス等、利用者への一定の配慮を行うこと。 

３）公園事務所、運営維持管理事業者、宿泊業者と含む３者以上で覚書をかわすこと。 

 

Ⅳ．その他 

１）公共交通等事業者からの入園料等の徴収方法は、運営維持管理事業者の入園料徴収業

務に問題がないように留意し、十分な調整のうえ調整結果について覚書に記載する。 

２）無料入園日や、購入後に入園しなかった場合の返金等の扱いについては、十分に調整

のうえ、調整結果について覚書に記載する。 

３）利用者の入園方法については、あらかじめ覚書を交わす関係者間で調整のうえ、その

結果について覚書に記載する。 

４）宿泊施設については、個別の宿泊施設でなく、市町村単位などで、ホテル旅館生活衛

生同業組合等による対応窓口を１本化したほうが効率的ではあるが、必ずしも統合す

る必要はない。 

５）覚書については、必要に応じて、公園事務所、運営維持管理事業者、公共交通事業者、

旅行業者、宿泊業者以外の者を含め、3 者以上となってもかまわない。 
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協定書（本省ひな形案） 

 

国土交通省○○地方整備局○○公園事務所（以下「甲」という）、○○公園管理センター（以

下「乙」という）と○○（以下「丙」という）とは、国営○○公園（以下「公園」という）の

入園料の取扱いについて、以下のとおり協定書を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲、乙及び丙は、この協定書に定める条項を誠実に履行するものとする。 

 

（本協定書の有効期限） 

第２条 本協定書の有効期限は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日の期間とする。 

    （ロ号公園は、平成 31 年 1 月 31 日までとし、平成 31 年 2 月 1 日から次期運営維持

管理事業者と改めて協定書をかわすものとする） 

 

（利用券）※下記を基本としつつ、関係者間で十分調整のうえ、その結果を記載すること。 

      なお、内容を変更する場合は、事前に本省へ相談すること。 

第３条 丙は、甲、乙と予め調整のうえ利用券を作成・販売し、本協定書に「別紙」として

写しを添付するものとする。 

２ 利用券は、以下の（１）及び（２）の機能を有するものであり、一体として管理・

販売するものとし、（１）単独での販売は行わないものとする。 

（１）公園の大人用１日入園券又はシルバー用１日入園券（以下、「公園入園券」

という。） 

（２）丙の○○券（以下、「〇○券」という。） 

  ※○○は、乗車券や旅行券、宿泊券を記載する。 

   ３  丙は、丙の利用者に対し利用券を発行する際には、利用者の種別、料金、発行日、

発券番号（連番）、取扱施設名等必要事項を記載するものとする。 

   ４ 丙は、本協定書の有効期限内に、利用券を 20 枚以上販売する計画をたてるものとす

る。 

５ 公園入園券又はこれに付随する部分には、以下の表示をしなければならない。 

     （１）丙の名称など丙の発行したことを証明するもの 

     （２）第 10 項に定める公園入園日（有効期間） 

     （３）公園名 

     （４）公園入園券の転売をしてはならない。 

６ 利用券の販売及び払い戻し、廃棄は、丙の責任において行い、乙、丙協議の上定め

た場所のみとする。払い戻しの期限は○ヶ月とする。 

７ 利用券は切り離し無効とし、切り離された公園入園券では入園できないものとする。 

８ 丙は、公園が定める無料入園日及び休園日に利用するための利用券を発行しないも

のとする。 

   ９ 利用券は、１回の利用につき１名限り有効とする。 
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10 利用券の価格は、公園入園券に相当する金額（以下、「入園料」という。）及び○

○券に相当する金額についてそれぞれを合算した金額とする。 

11  丙は、公園入園券と組み合わせる丙の○○券の料金を通常料金より値下げすること

や、利用者へのサービスを付加するなど、利用者への一定の配慮をすること。 

12 利用券の発券日付以外の日は利用できないものとする。 

  ※販売当日の利用を基本とするが、有効期限を設ける場合は、以下を記載する。 

利用券の有効期間は、販売日から○日間とし、公園入園券及び〇○券のそれぞれに

ついて、有効期間内の一日に限り使用することができるものとする。 

 

（利用方法） 

第４条 丙の利用者が公園を利用するときは、利用券を公園ゲートに提出し、入園するもの

とする。 

２ 小中学生、幼児、障害者手帳所持者等の無料入園者が利用券を購入された場合には、

利用券を徴収せず無料者扱いで入園させるものとする。 

    

（入園料） 

第５条 利用券における入園料は、大人（15 歳以上）290 円、シルバー（65 歳以上）210 円

とする。 

 

（入園料の精算方法）  

※下記の預託金方式を基本としつつ、関係者間で十分調整のうえ、その結果を記

載すること。 

       なお、預託金方式以外の方法とする場合は、事前に本省へ相談すること。 

第６条 丙は、利用券に含まれる入園料の取扱いについて、預託金として○万円を、乙に預

託するものとする。乙は預託金より入園料を相殺するものとする。 

２ 乙または丙は、預託金の不足が生じることが見込まれる場合は、乙、丙協議の上補

充するものとする。 

３ 乙が丙より預かる預託金には利息を付さないものとする。 

４ 乙は、相殺した入園料の額と、利用された発券番号を、毎月末締めの翌月○日まで

に甲及び丙に報告するものとする。 

５ 丙は、販売した利用券および払い戻しをした利用券の枚数と発券番号を毎月末締め

の翌月○日までに甲及び乙に報告する。乙は、払い戻し期限がすぎた公園入園券に

ついて、報告を受けた翌開園日の日付で預託金より入園料を相殺するものとする。 

６ 預託金の返還は、本協定書満了後○週間以内に乙より丙に、相殺後残高を返還する

ものとする。なお、返金の際に生じる振込手数料については丙が負担するものとす

る。 

 

（苦情処理） 

第 7 条 丙は、利用者との間で丙に起因する苦情が寄せられたとき又は紛争が生じたときは、

丙の責任において誠意をもって解決しなければならない。 
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２ 丙は、前項の苦情又は紛争の実情をすみやかに甲及び乙に報告するとともに、紛争

解決のため利用券購入者と交渉する前に、その解決方法について甲及び乙と協議し

なければならない（但し軽微なものを除く）。 

３ 丙は、前項の事前協議における甲及び乙の意見を十分尊重して紛争の解決にあたる。 

４ 丙は、甲及び乙の要求がある場合は、すみやかに苦情又は紛争処理の経過及び結果

を甲及び乙に報告しなければならない。 

 

（不正使用等の防止） 

第 8 条 乙は、公園利用者からの公園入園券の受取にあたり、偽造された公園入園券等でな

いかを留意するものとする。 

  ２ 甲又は丙は、必要と認めるときは、乙に対して公園入園券の受取の詳細について報

告を求めることができる。 

 

（解除） 

第 9 条 この協定書は、有効期限内にあっても必要に応じ、甲、乙及び丙が協議して解除す

ることができる。 

 

（協議事項） 

第 10 条 本協定書に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、甲、乙及び丙が協

議するものとする。 

 

本協定書締結を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自 1 通

を保有する。 

 

平成 30 年 3 月○日 

 

 

甲   ○○県○○市○○ 

    国土交通省○○地方整備局○○公園事務所 

    事務所長  ○○ 

 

 

乙   ○○県○○市○○ 

    ○○公園管理センター 

    管理センター長  ○○ 

 

 

丙   ○○県○○市○○ 

    ○○ 
    ○○  ○○ 
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団体料金が適用される公共交通機関等が販売する商品 質問への回答 

質問内容 回答 

公共交通機関等の利

用証明等で、利用者

が窓口で入園券を購

入する際、団体料金

が適用できないか？ 

○窓口（運営維持管理業務）の負担を減らす観点からも、公共交通機関等が販

売する場合に限ります。 

公共交通機関等には利用券の発行をして頂き、入園ゲートでは、利用券の確認

と試行における利用者数を把握するため、半券をもぎることを基本とします。

なお、別の対応を検討する場合は本省へご相談ください。 

○覚書きを結ぶ相手が多くなる場合、利用券のデザインが多く、見分けがつか

なくなることが想定されますが、公園事務所（センター）が基本となるデザイ

ンを作成し、各公共交通機関等と調整するなど、運用のなかで効率的に実施し

ていただければと思います。 

公共交通機関等によ

るサービスは、料金

割引以外でも可能

か？ 

○例示として、割引をあげていますが、他の手法でも結構です。 

○試行時に求めなければ、以降整理しづらい内容かと思いますので、一定のラ

インを事務所でご検討いただければと思います。 

宿泊業者関係 

①収益事業による宿

泊施設も対象として

よいか？ 

②組合だけでなく個

別事業者とも柔軟に

覚書を結べるように

してほしい。 

①導入条件を満たしていれば、収益事業による宿泊施設も対象となります。 

②一者への対応を避けたく「組合」等をイメージし、一本化を求める案として

いますが、3 者間で調整ができれば、特に運営維持管理事業者が対応可能であ

れば、必ずしも一本化する必要はありません。 

預託金以外の方法で

試行できないか？ 

○預託金方式は、いわゆる「とりっぱぐれ」を避けるために設定しています。

 預託金以外の方法について検討いただいて構いませんが、地整毎にとりまと

めて本省へご相談ください。 

○但し、発注者として受注者に入園料の立替え払いとともに、徴収漏れのリス

クを強いることはできないと考えています。 

※受注者側の工夫として行うことを否定するものではありません。 

ロ号公園は、業務の

期間が平成 31 年 1

月末までとなるた

め、有効期限も同じ

く平成31年1月末に

なるのでは？ 

・ロ号公園については、有効期限を平成 31 年 1 月末までとします。 

・次期現運営維持管理業務事業者が続けて対応いただけるよう、維持管理業務

の仕様書に記載するべきかどうかは、個別に本省へご相談下さい。 

博物館、動植物園等

を対象に追加してほ

しい。 

試行期間においては、財務省説明において説明を行っていないもの（具体的に

は、公共交通機関、旅行会社等(等＝宿泊施設）以外）は含めない予定です。 
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質問内容 回答 

一般貸し切り自動車

運送事業者、一般旅

客定期航路事業者を

含めて欲しい 

一般貸し切り自動車運送事業者、一般旅客定期航路事業者を含めることとしま

す。 

団公共交通機関等か

ら、体割引適用の計

画書等の提出を義務

づけてはどうか？ 

各公園で必要であれば、実施していただいて構いません。 

交通機関等の料金と

入園券に加え、収益

事業を加えることは

可能か？ 

覚書を結ぶ関係者間（添付案の甲乙丙）で十分調整ができれば可能とします。

発券に関する費用は

誰が負担するのか？ 

発券の費用等については、公共交通機関や旅行会社等の負担とします。 
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● 年 ● 月 ● 日

公園名 国営昭和記念公園 担当者　●●●
連絡先　●●●

開園日数 日 日
入園者数 人 人

うち有料入園者数 人 人
うち無料入園者数 人 人

うち文化ゾーン入園者数 人 人
　　うち文化ｾﾝﾀｰ入館者数 人 人

管理所開所日数 日
従事職員数 計

当月 累計
問合せ件数 件 来所 件 件 件
苦情件数 件 来所 件 件 件
要望件数 件 来所 件 件 件
賞賛件数 件 来所 件 件 件

通報件数 件 件 件

報道件数 件 件 件 件 件 件 件 件
利用プログラム 回 人

占用許可 当月 累計
写真撮影 件 円 件 円
映画等の撮影 件 円 件 円
その他の占用 件 円 件 円

利用状況 当月 累計
自転車トラブル 件 人 件 人
迷子対応 件 人 件 人
搬送 件 人 件 人
サイクルコース散策対応 件 人 件 人
その他 件 人 件 人

件 人 件 人

別紙「行催事結果報告書」 参照

自主事業の実施状況　　

特記事項

主要行催事実施状況　　　　
日 実　　施　　内　　容

開催回数 参加人数

ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼﾞ その他 合計新聞 テレビ ラジオ 雑誌 情報誌

警察 救急 消防

電話等 電話等 来所
電話等 電話等 来所
電話等 電話等 来所
電話等 電話等 来所

ｾﾝﾀｰ常勤 人日 ﾌｨｰﾙﾄﾞ常勤 人日 ｾﾝﾀｰ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ非常勤 人日 人日

当月 累計

当月 日 累計

当月 累計

当月 累計
当月 累計

令和

令和●年度　管理月報（●月分）

当月 累計

当月 累計

別添様式1
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令和　　　年度 役職 氏名

確認印 月日 業務内容 開始時刻 終了時刻 実働時間 備考
（総括責任者） （分）

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

収益施設等の管理に関する勤務実績簿（案）
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単位 数量 予定額 契約額 業務名等 金額 業務等の内容 実施期間 請負業者名等

植物管理 式 1 ○○ ○○

芝生管理 式 1 ○○ ○○

芝生管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

○○工事（第１回変更） ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

低木管理 式 1 ○○ ○○

低木管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

高木管理 式 1 ○○ ○○

高木管理 式 1 ○○ ○○

○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

草花管理 式 1 ○○ ○○

草花管理 式 1 ○○ ○○

清掃 式 1 ○○ ○○ ○○工事 ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

清掃 式 1 ○○ ○○

清掃 式 1 ○○ ○○

賃金等

諸材料購入

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

体験学習施設管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

工作物管理 式 1 ○○ ○○

○○管理 式 1 ○○ ○○

○○管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

○○設備管理 式 1 ○○ ○○

○○設備管理 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

項（例示）

実施予定 当期までの契約状況

管理四半期報（令和○年度　　第○半期）

運営維持管理業務 下記は記載例である

別添様式２
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○○修繕 式 1 ○○ ○○

○○修繕 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

諸掛

利用者指導 式 1 ○○ ○○

受付・行催事補助 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

広報宣伝 式 1 ○○ ○○

広報宣伝 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

行催事 式 1 ○○ ○○

行催事 式 1 ○○ ○○

○○ ○○ ○○ H○.○月～○月 ○○

運営管理

運営管理

人件費 式 1 ○○ ○○

職員俸給・諸手当・保険料 ○○ H○.○月～○月

庁費 式 1 ○○ ○○ ○○

○○費・○○費 ○○ H○.○月～○月 ○○

業務費計 式 1 ○○ ○○

諸雑費 式 1 ○○ ○○

消費税相当額 式 1 ○○ ○○

合計 式 1 ○○ ○○
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